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避難行動要支援者名簿について 
 長崎市では、災害時又は災害が発生する恐れがある場合の避難の支援、安否の確認などの避難 

支援体制を強化するため、「避難行動要支援者」の名簿作成と提供を行います。 

これは、災害対策基本法の改正（平成 26 年 4 月 1 日施行）により市町へ義務化されました。 

  

１ 対象となるかたは？ 

 避難行動要支援者とは、災害時に避難所まで自力で避難することができないかたをいいます。 
長崎市では、下記のいずれかに該当するかたを避難行動要支援者として定めています。 

① 要介護１以上のかた 
② 身体障害者手帳 1 級または 2 級、療育手帳Ａ１またはＡ２ 

精神障害者保健福祉手帳 1 級 
③ 特定医療費（指定難病）受給者 
④ 乳幼児・妊産婦 

⑤ その他、市長が認めるもの 

 

２ 名簿の内容は？ 

 市で管理している住民基本台帳をもとに、対象となるかたの情報を載せた名簿を作成します。 
 記載情報は、次のとおりです。 

① 氏名、②生年月日、③性別、④住所、⑤電話番号、⑥緊急連絡先、 
⑦ 避難支援等を必要とする事由（要介護度、障害者、難病など）⑧世帯 

３ 名簿はどうやって活用されるの？ 

 避難行動要支援者の方々が、災害時の避難等、可能な限り地域で支援が受けられるよう、提供 

に同意をされた方の名簿を、平常時から次の方々へご要望をうけて提供しています。 

【避難支援等関係者】消防機関、警察機関、自治会、民生委員・児童委員、 
           地域コミュニティ連絡協議会、長崎市地域包括支援センター 等 

 平常時に情報提供する名簿については、同意された方の名簿のみとなります。 
しかし、災害発生時または発生のおそれがある場合は、命を守ることを最優先とし不同意の方 
の名簿も関係機関へ情報提供することがあります。 

※ ただし、必ずしも災害時の支援が約束されるものではありません。 

 

個別避難計画について 

 近年、全国各地で甚大な災害が発生しており、その犠牲者の多くが自力で避難することができ

ない避難行動要支援者である状況を踏まえ、令和 3 年 5 月に災害対策基本法が一部改正され、「個

別避難計画」（※）作成が市町村の努力義務とされました。 

長崎市では、「災害が起きてもみんなで助かる地域」を目指し、介護支援専門員（ケアマネジャ

ー）等の協力のもと、個別避難計画作成の取り組みを進めています。 

・「個別避難計画」（※）とは・・災害時の避難に係る具体的な備えとして、避難場所や避難方法 
などの情報を記載したもの 

・「安心カード（急変時・災害時対応版）」（別紙参照）として、ご自宅の冷蔵庫に保管しています。 

・作成した計画の情報は避難行動要支援者名簿と同じく本人の同意を得て避難支援等関係者に 
情報提供しています。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.city.takikawa.hokkaido.jp/200soumubu/06stock_management/files/keikaku.pdf&psig=AFQjCNEuD3RG6fo_pwCh-GzMqv05aGEy2A&ust=1485831047332680
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 「避難行動要支援者名簿」 見本 

 

 
 
「個別避難計画作成者名簿」 見本 
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見本 表面 
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見本 裏面 
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ささえあいマップづくりに関する Q&A 

 
Q１ 「地域防災マップ」と「ささえあいマップ」は、何が違うの？ 

A１ 地域防災マップ：自分たちの暮らす地域で過去にどんな災害が起きたのか？どんな

災害に弱いのか？避難場所はどこか？安全な避難ルートはどこか？といったことを

地図上で確認することで、住民の防災意識を高めることを目的としています。 

ささえあいマップ：災害発生時に、避難所まで自力避難ができない方々がどこにおら

れるか？またそのような方々を誰が支援するか？という情報を地域（自治会）の中で

確認し合い、地図に印をつけて避難支援の仕組みをつくるものです。 

①地域防災マップづくり → ②ささえあいマップづくり → ③避難訓練の実施という一連

の流れでの実施を各自治会に提案させていただいています。 

 

 

Q２ 災害が起きた時、支援者が避難行動要支援者を助けられない状況の場合は？ 

A２ 災害発生時は、地域の皆さんが被災者となります。まずは、自

分自身や御家族を守ることが第一になると思います。しかし、

避難行動要支援者は自身で避難が難しく支援が必要です。事前

に支援者を決めておくことで、災害発生時に早期に安否確認が

でき、必要時は早急に消防や警察へ情報を提供することが可能

となります。ささえあいマップを作成することで、日ごろから

挨拶を交わし、住民同士、顔の見える関係を築き、災害にも強

い地域を目指しましょう。 

 

 

Q３ 実際にささえあいマップづくりを進めるには、どうすればいいの？ 

A３ 作成するのはあくまでも地域の方々（自治会・防災リーダーの方）となりますが、

作成にあたっては、自治会役員会での説明や事前準備等を含め、長崎市がお手伝いを

させていただきます。 

   まずは「地域防災マップ」を作成することから始めましょう。 

 

ささえあいマップを検討されている 

自治会の皆様は、お気軽に 

管轄の総合事務所へご相談ください。 

 

 

 

中央総合事務所 ☎829 - 1428  

東 総合事務所 ☎813 - 9001  

南 総合事務所 ☎892 - 1113  

北 総合事務所 ☎814 - 3400  
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台風が襲来する時など、いつでも利用できるの？ 

福祉避難所は、災害発生時直ちに開設されるものではなく、大規模災害が発生し、災害救助法

（※）が適用される場合に開設されます。 

※災害救助法：災害発生後の応急期において応急救助に対応する主要な法律 

住民の安全な避難場所はどんなところがあるの？（令和６年３月 1日現在） 

○指定緊急避難場所・・災害危険の切迫した緊急の避難場所（公園等）  236か所 

○指定避難所・・・災害危険のため一定期間滞在することの出来る施設  265か所 

○福祉避難所・・・下記参照                      87か所 

福祉避難所とは？ 
大規模災害発生により避難を余儀なくされたとき、最寄りの指定避難所において対応 

が困難な在宅な在宅寝たきり高齢者や重度の障害者等の特に支援を要する要配慮者を 

受け入れるため、長崎市からの受け入れ要請を受けて開設される避難所をいいます。 

どのような施設があるの？ 

① 特別養護老人ホーム  29ヶ所   ②養護老人ホーム               7 ヶ所 

③軽費老人ホーム    12 ヶ所  ④介護老人保健施設             15ヶ所 

⑤障害者施設        9 ヶ所  ⑥地域密着型特別養護老人ホーム 13ヶ所 

⑦デイサービスセンター  2 ヶ所   約 1,440人の受け入れを準備しています 

 

私の(マイ)避難所を考えておきましょう!! 
災害発生時にどこに避難するか。平常時から、私の(マイ)避難所を考えておきましょう。 

○指定避難所や親戚・友人宅など安全な場所。 

○介護が必要なかたは、担当ケアマネージャーと相談し、介護サービスを利用するなど。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年(2016 年)熊本地震では、多数の被災者が、最寄りの指定避難所等へ避難されま

した。避難された方々の中には、高齢者や障害者等、介護や支援がないと生活が難しい方々

がおられます。このような、指定避難所で生活をすることが困難なかたが避難できる場所

【 福祉避難所 】をお知らせします。 

 

障害者施設 

【担当課】障害福祉課 

☎   ８２９－１１４１ 

高齢者施設 

【担当課】高齢者すこやか支援課  

☎   ８２９－１１４６ 
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福祉避難所等に関する Q＆A 
 

Ｑ１）「福祉避難所」とはなんですか？ 

Ａ１）大規模な災害発生により、災害救助法の適用を受けた場合、最寄りの指定避難所等において避難生

活が困難な方を受け入れるため、長崎市からの受入れ要請を受けて社会福祉施設等に開設される避

難所を「福祉避難所」といいます。 

 

Ｑ２）福祉避難所には、どのような人が避難できるのですか？  

Ａ２）高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する方「要配慮者」のうち、指定避難所の福祉スペー

ス等においても生活が困難な、在宅寝たきり高齢者や重度の障害者等の特に支援を要する方及びその

介護者を対象にしています。 

 

Ｑ３）長崎市が福祉避難所の受入れ要請をする社会福祉施設等とは、どういった施設ですか？ 

Ａ３）「高齢者福祉施設」「障害者福祉施設」です。 

 

Ｑ４）福祉避難所の受入れ要請ができる施設数はどれくらいあるんですか？どこの施設ですか？ 

Ａ４）現在、長崎市が福祉避難所の開設に係る協定を締結している施設等が、市内に 87 施設あり、うち高

齢者福祉が 78 施設、障害者福祉施設が 9 施設あります。 

     詳細は、市のホームぺージに掲載しています。 

 

Ｑ５）福祉避難所は、指定避難所と同じタイミングで開設するのですか？ 

Ａ５）福祉避難所は、学校の体育館や公民館等の指定避難所とは異なり、災害発生前に開設することはあ

りません。福祉避難所は、長崎市が災害救助法の適用を受けた場合において、その必要性や協定する

施設の被害状況を踏まえ、施設の安全確認と、要配慮者の受入スペースの確保・スタッフの配置等の運

営準備が整った施設から順に開設することになります。 

なお、福祉避難所の開設については、市が施設に開設を要請し、承諾を得たうえで開設します。 

 

Ｑ６）災害救助法は、どのような場合に、どのように適用されるのですか？  

Ａ６）災害救助法の適用については、災害による被害の程度が、災害救助法施行令に定める適用基準に達

し、又は達する見込みがある場合に、長崎市が長崎県に対して適用を要請し、県知事が市町村を単位

として適用を決定します。 

   なお、適用基準の例としては、市内の 150 世帯以上の住家が減失した場合、あるいは、多数の 

者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、災害が発生し又 

は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が避難している場合などがあげられます。 
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Ｑ７）市のホームページに紹介されている福祉避難所（施設）に、直接 避難してもいいですか？ 

Ａ７）原則、直接避難することはできません。 

指定避難所に避難された方や在宅で避難生活を送っている方のなかで、要配慮者とされる方の状態を

保健師等が把握し、福祉避難所を開設し受入れ体制を整えたうえで、福祉避難所（施設）と要配慮

者とのマッチングを市が行ない、福祉避難所への移動を案内します。 

 

Ｑ８）直接避難の対象としていない要配慮者等や一般市民が福祉避難所等として協定している施設に一時

避難した場合はどうなりますか？ 

Ａ８）市の案内を受けずに施設に避難された場合は、一旦受け入れたのち、福祉避難所の対象とならない状

態の方については、移動が可能となった時点で指定避難所等への移動をお願いします。 

本来の福祉避難所の機能が果たせるよう、皆様のご理解ご協力をお願いします。 

 

Ｑ９）福祉避難所の対象となった場合、どうやって移動するのですか？  

Ａ９）原則、避難所への移送は家族又は支援者にお願いすることになります。 

ただし、家族又は支援者による移送が困難な場合は、市または施設などで移送します。 

家族以外で移送する際は、原則、家族等の同乗をお願いします。 

 

Ｑ10）福祉避難所等で、身体状況が悪化したときの対応はどうなりますか？（緊急時）  

Ａ10）福祉避難所等に入った要配慮者の方が、身体状況悪化により医療 処置、治療が必要と判断される

場合は、医療機関へ速やかに移送するなど、適宜、対応いたします。 

 

Ｑ11）社会福祉施設への緊急入所はできないのですか？ 

Ａ11）社会福祉施設に空床があり、施設側が受入れることが可能であれば、緊急入所ができます。 

     なお、緊急入所の対象となる方は、福祉避難所等での生活が困難であって、入所介護を要する要介

護３以上の方、又は、障害支援区分 1 以上の方を想定しています。 

この場合、介護保険法又は障害者総合支援法に基づく入所であり、災害救助法は適用されませんが、

市では福祉避難所の開設期間と同様に入所期間を設けることにしています。 
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避難行動要支援者の避難体制整備にかかる様式 

     

①  避難行動要支援者 避難体制整備表    

②  避難行動要支援者 情報連絡網    
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①  避難行動要支援者 情報連絡網 

（                  ）自治会 

 

要支援者 
 

避難協力員① 避難協力員② 
  

地区班長 
  

自治会長 

氏名   氏名 氏名   
     

電話 
 

電話 電話 
 

  
    

     
  

    
氏名   氏名 氏名     

    
電話 

 
電話 電話 

 
  

    

     
  

    
氏名   氏名 氏名     氏名   

  
電話 

 
電話 電話 

 
  電話 

 
  

 

     
  

  
  

 
氏名   氏名 氏名     

  
  

 
電話 

 
電話 電話 

 
  

  
  

 

     
  

  
  

 
氏名   氏名 氏名     

  
  

 
電話 

 
電話 電話 

    
  

 

        
  氏名 

氏名   氏名 氏名   
   

  電話 

電話 
 

電話 電話 
 

  
  

  
 

     
  

  
  

 
氏名   氏名 氏名     

  
  

 
電話 

 
電話 電話 

 
  

  
  

 

     
  

  
  

 
氏名   氏名 氏名     氏名     

 
電話 

 
電話 電話 

 
  電話 

   

     
  

    
氏名   氏名 氏名     

    
電話 

 
電話 電話 

 
  

    

     
  

    
氏名   氏名 氏名     

    
電話 

 
電話 電話 

      
 

※ささえあいマップを名簿で管理する方法です。 

②避難行動要支援者 避難体制整備表とあわせて使用します。 

 

※避難協力員：できるだけ隣近所の複数の方にお願いすることになります。 

日ごろから、要支援者の見守りや声かけができる人がいいと考えています。 
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②  避難行動要支援者 避難体制整備表 

自治会名     （                              ） 

指定避難所  ①（          ） ②（        ） 

 

No. 要支援者名 世帯構成 住所 電話番号 避難協力員名 

１ 

 

 

 

 

    

２ 

 

 

 

 

    

３ 

 

 

 

 

    

４ 

 

 

 

 

    

５ 
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８ 

 

 

 

 

    

９ 

 

 

 

 

    

１０ 

 

 

 

 

    

          ※ささえあいマップを名簿で管理する方法です。 

①避難行動要支援者 情報連絡網とあわせて使用します。 
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長崎市地域包括支援センター 

長崎市地域包括支援センター(担当地区) 所在地 電話番号 

長崎市東長崎地域包括支援センター 

（東長崎中学校区） 
田中町 888 813-8060 

長崎市日見・橘地域包括支援センター 

（日見・橘中学校区） 
かき道 1 丁目 1-2 801-2037 

長崎市桜馬場地域包括支援センター 

（桜馬場中学校区） 古川町 8-15 磨屋町ビル 2 階 818-6602 

長崎市片淵・長崎地域包括支援センター 

（片淵・長崎中学校区） 夫婦川町 1-10 リバーカップル１階 801-5188 

長崎市大浦地域包括支援センター 

（大浦・梅香崎中学校区） 相生町 1-17 メゾンド田中 202 号 818-8311 

長崎市江平・山里地域包括支援センター 

（旧江平・山里中学校区） 本原町 13-15 本原ハイツ102号 841-7770 

長崎市西浦上・三川地域包括支援センター 

（西浦上・三川中学校区） 花丘町 20-3 花東ビル 1 階 847-0151 

長崎市緑が丘地域包括支援センター 

（緑が丘中学校区） 白鳥町 3-28  847-3812 

長崎市淵地域包括支援センター 

（淵中学校区） 城栄町 19-7 1-Ｂツインズ城栄 814-0202 

長崎市小江原・式見地域包括支援センター 

（小江原中学校区） 小江原 3 丁目 22-8 848-1222 

長崎市西部地域包括支援センター 

（丸尾・福田・西泊中学校区） 
旭町 8-23  

ボナールビルディング 103 号 
862-0119 

長崎市岩屋地域包括支援センター 

（岩屋中学校区） 岩屋町 23-13 富吉ビル 855-8000 

長崎市滑石・横尾地域包括支援センター 

（滑石・横尾中学校区） 滑石３丁目５-３４ 814-7770 

長崎市三重・外海地域包括支援センター 

（三重・外海・池島中学校区） 
京泊 2 丁目 4-37  

プレジデント京泊 1 号室 
860-1100 

長崎市琴海地域包括支援センター 

（琴海中学校区） 琴海村松町 704-14 801-2730 

長崎市小島・茂木地域包括支援センター 

（小島・茂木・日吉中学校区） 田上 2 丁目 2-7 820-8231 

長崎市戸町・小ヶ倉地域包括支援センター 

（戸町・小ヶ倉中学校区） 上戸町 2 丁目 9-8 １階・2 階 879-7408 

長崎市土井首地域包括支援センター 

（土井首中学校区） 江川町 131 番地 102 号 833-5454 

長崎市深堀・香焼地域包括支援センター 

（深堀・香焼・伊王島・高島中学校区） 深堀町 1 丁目 11-18 895-7007 

長崎市南部地域包括支援センター 

（三和・野母崎中学校区） 布巻町111-1三和地域センター３階 892-3124 

お問い合わせ先： 長崎市高齢者すこやか支援課  魚の町 4-1 （☎８２９－１１４６） 

長崎市には 20 か所の地域包括支援センターが、お住まいの地域（中学校区ごと）にあります。 
介護予防のことはじめ、健康・福祉・介護の相談など、まずはお気軽にご連絡ください。 


